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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体に対して着脱可能な電池と、該電池を装着する電池装着部とを備え、
　該電池装着部は、載置される電池を受け合う電池受け面と、該電池受け面の周縁に形成
されて電池の側面と対向する周壁とを有し、
　該周壁には、前記電池の電池端子と接続されるコネクタが配置されており、
　前記電池装着部の前記電池受け面及び周壁には、載置される電池側に突出して前記コネ
クタを取り囲む突出部が形成され、
　前記電池は、前記電池装着部への装着状態で前記突出部に接する部分に、前記電池端子
を取り囲む弾性の封止部材を備え、
　前記電池の電池端子が設けられた一側部と直角に交わる側面に、傾斜面を備えた溝部が
形成され、
　前記電池装着部の周壁において前記溝部に対応する箇所には、当該溝部の前記傾斜面と
係合する係合ガイド部が設けられており、
　前記電池が前記電池装着部に装着される際には、前記傾斜面と前記係合ガイド部とが係
合することにより、前記電池は前記一側部の方向へガイドされる、
ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記コネクタは、前記周壁の一部に形成された凹所に対応した箇所に配設され、
　前記電池の前記電池端子と前記封止部材との間には、前記電池装着部への装着時に前記
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凹所側に向かって突き出る突起部が設けられており、
　前記電池が前記電池装着部に装着される際には、前記突起部が前記凹所の周縁部と前記
コネクタとの間に位置する、
ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記電池装着部の周壁の一部に、前記電池受け面上と電池装着部の外部とを連通させる
水抜き路が形成されている、ことを特徴とする請求項１または２に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電子機器、特に、電池を取り外し可能に備える電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、例えばパーソナルコンピュータや情報端末機器などの電子機器、特に、
所謂タブレット型やノート型のパーソナルコンピュータ及びタブレット型の携帯式情報端
末機などの持ち運び可能な電子機器では、着脱可能な電池を機器筐体の電池装着部に装着
して用いられるのが一般的である。
【０００３】
　かかる電池装着部には、装着された電池の電気端子（電池端子）と接続されるコネクタ
が設けられており、この電池装着部のコネクタと電池端子との接続部分を防水する防水構
造が設けられる場合がある（例えば、特許文献１参照）。このような防水構造は、とりわ
け、持ち運び可能な電子機器において、また特に、電池装着部を覆うカバー等を用いるこ
と無く電池が外部に露出した状態で使用される電子機器において重要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３５２７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述の防水構造を設ける場合、電池装着部のコネクタと電池端子との接続部分やその周
辺の構成が複雑化するほど、コスト高となり、また、防水効果を得るための電池装着動作
なども複雑なものとなりがちである。
【０００６】
　そこで、本開示は、着脱可能な電池を機器筐体の電池装着部に装着して用いる電子機器
において、できるだけ簡素な構成で、また、できるだけ簡単な電池装着動作で、防水効果
が得られるようにすることを、基本的な目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このため、本開示における電子機器は、筐体に対して着脱可能な電池と、該電池を装着
する電池装着部とを備え、該電池装着部は、載置される電池を受け合う電池受け面と、該
電池受け面の周縁に形成されて電池の側面と対向する周壁とを有し、該周壁には、前記電
池の電池端子と接続されるコネクタが配置されており、前記電池装着部の前記電池受け面
及び周壁には、載置される電池側に突出して前記コネクタを取り囲む突出部が形成され、
前記電池は、前記電池装着部への装着状態で前記突出部に接する部分に、前記電池端子を
取り囲む弾性の封止部材を備えている、ことを特徴としたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示における電子機器によれば、電池装着部の電池受け面及び周壁のコネクタを取り
囲む部分は、載置される電池側に突出する突出部で構成されているので、前記コネクタを



(3) JP 6089296 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

取り囲む突出部の周囲からコネクタ部分に浸水するリスクを低減することができる。また
、電池が電池装着部へ装着された状態では、前記電池端子を取り囲む封止部材が電池装着
部の前記突出部に押し当てられることになるので、前記封止部材の封止作用によってより
高い防水効果を得ることができる。この場合において、電池装着部の電池受け面及び周壁
のコネクタを取り囲む部分を電池側に突出して形成し、この突出部に対応する電池部分に
電池端子を取り囲む封止部材を設ける、だけの比較的簡素な構成で、また、電池装着部の
コネクタと電池端子とを位置合わせして電池を装着するだけの比較的簡単な電池装着動作
で、防水効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本開示の実施の形態に係るタブレット端末装置の表示面側を示す斜視図；
【図２】前記タブレット端末装置の平面図；
【図３】前記タブレット端末装置の背面側を示す斜視図；
【図４】前記タブレット端末装置の背面図；
【図５】前記電池パック装着部への電池パックの着脱動作を説明するための背面側からの
斜視図；
【図６】前記タブレット端末装置の電池パック装着部を示す斜視図；
【図７】電池パックの背面側を示す斜視図；
【図８】前記電池パックの載置面側を示す斜視図；
【図９】図８とは異なる方向からの前記電池パックの載置面側を示す斜視図；
【図１０】前記電池パックの電池端子及びその周囲を拡大して示す斜視図；
【図１１】前記電池パックの側面の溝部を拡大して示す斜視図；
【図１２】前記電池パック装着部の水抜き構造の一例を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示における電子機器は、上述の構成を基本として、以下のような態様をとることが
できる。すなわち、前記コネクタは、前記周壁の一部に形成された凹所に対応した箇所に
配設され、前記電池の前記電池端子と前記封止部材との間には、前記電池装着部への装着
時に前記凹所側に向かって突き出る突起部が設けられており、前記電池が前記電池装着部
に装着される際には、前記突起部が前記凹所の周縁部と前記コネクタとの間に位置する、
ようにしてもよい。
【００１１】
　この構成によれば、電池が電池装着部に装着される際には、電池の電池端子と封止部材
との間に設けられた前記突起部が、電池装着部の凹所の周縁部とコネクタとの間に位置す
ることにより、前記電池端子の動作が前記突起部にガイドされることとなる。これにより
、電池端子が電池装着部のコネクタに干渉して損傷が発生することを確実に防止できる。
【００１２】
　また、以上の場合において、前記電池の電池端子が設けられた一側部と直角に交わる側
面に、傾斜面を備えた溝部が形成され、前記電池装着部の周壁において前記溝部に対応す
る箇所には、当該溝部の前記傾斜面と係合する係合ガイド部が設けられており、前記電池
が前記電池装着部に装着される際には、前記傾斜面と前記係合ガイド部とが係合すること
により、前記電池は前記一側部の方向へガイドされる、ようにしてもよい。
【００１３】
　この構成によれば、電池が電池装着部に装着される際には、電池の側面に形成した溝部
の傾斜面が電池装着部の周壁に設けた係合ガイド部と係合して、電池は電池端子が設けら
れた前記一側部の方向へ前記傾斜面に沿って押し込まれる。すなわち、ユーザは特に意識
しなくても、電池の封止部材が電池装着部の突出部に押し当てられる適正な方向に力を加
えることができる。
【００１４】
　更に、以上の場合において、前記電池装着部の周壁の一部に、前記電池受け面上と電池
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装着部の外部とを連通させる水抜き路が形成されている、ようにしてもよい。
【００１５】
　この構成によれば、電池装着部の電池受け面上に水が溜まった場合、この溜まった水を
前記水抜き路から電池装着部の外部へ排出することができる。
【００１６】
＜実施の形態＞
　以下、適宜、図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳
細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同
一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長に
なるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
　なお、発明者（ら）は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の
説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定すること
を意図するものではない。
【００１７】
　また、以下の説明では、特定の方向を意味する用語（例えば、「上」、「下」、「左」
、「右」、およびそれらを含む他の用語、「時計回り方向」、「反時計回り方向」）を使
用する場合があるが、それらの使用は図面を参照した開示の理解を容易にするためであっ
て、それらの用語の意味によって本開示は限定的に解釈されるべきものではない。
【００１８】
　以下に説明する本開示の実施の形態は、所謂タブレット型の持ち運び可能な情報端末装
置（以下、適宜、「タブレット端末装置」、若しくは単に「装置」と略称する）に適用し
た場合を例にとったものである。
【００１９】
　図１及び図２は、本実施の形態に係る電子機器としてのタブレット端末装置の表示面側
を示す斜視図及び平面図、また、図３及び図４は、前記タブレット端末装置の背面側を示
す斜視図及び平面図である。
　これらの図に示すように、本実施の形態に係るタブレット端末装置Ｗは、平面視で略四
角形状に形成され所定の厚さ（高さ）を有する筐体１を備えている。この筐体１は、上下
に対向配置された上面部２および下面部４と、これら両面部２，４の周縁部どうしを結合
する側面部６と、を外面に有している。前記側面部６は、２組の対向配置された実質的に
平坦な面を主要部として構成されている。
【００２０】
　尚、本実施形態では、当該装置Ｗの落下時などにおける耐衝撃性の向上を図るために、
筐体１の各角部が、筐体１の外方へ向かって曲面状に膨出する膨出部８で構成されている
。筐体１の主要部分は、機械的剛性等の確保のために、例えばマグネシウム（Ｍｇ）等の
金属材料を用いて製作されているが、前記４箇所の膨出部８については、筐体１の材料よ
りも弾性の高い、例えばエラストマで製作されている。これら膨出部８は、Ｍｇ製筐体１
の各角部に装着され筐体１に対し固定されている。
【００２１】
　前記タブレット端末装置Ｗのサイズ及び重量は持ち運び可能に設定されており、その筐
体１の上面部２には、例えば液晶を用いた表示画面２ｃが配置されている。この表示画面
２ｃは、例えば、タッチパネル式の入力画面としても用いられる。一方、筐体１の下面部
４（背面側）には、携帯電源としての電池パック１０が装着されている。電池パック１０
は、所定の厚さを有し、平面視で略四角形状に形成されている。
【００２２】
　図５は、筐体１の電池パック装着部２０への電池パックの着脱動作を説明するための背
面側からの斜視図であり、図６は、前記電池パック装着部２０を示す斜視図である。また
、図７及び図８は、電池パック１０の背面側及び載置面側をそれぞれ示す斜視図であり、
図９は、図８とは異なる方向からの前記電池パック１０の載置面側を示す斜視図ある。更
に、図１０は、電池パック１０の電池端子及びその周囲を拡大して示す斜視図である。
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　図６から分かるように、筐体１の下面部４（背面側）に設けられた電池パック装着部２
０は、電池パック１０の載置面１１を受け合う電池受け面２１と、該電池受け面２１の周
縁に形成されて電池パック１０の側面１２と対向する周壁２２とを有し、該周壁２２の形
状及び高さは、電池パック１０をがたつき無く収容し得る形状及び寸法に設定されている
。
【００２３】
　前記電池パック装着部２０の一辺側２０ａには、電池パック１０の一辺側１０ａの電池
端子部１４（例えば図７参照）を接続させるコネクタ部２４が設けられている。前記電池
パック１０は、電池パック装着部２０に対して着脱可能であり、電池パック１０を電池パ
ック装着部２０に装着する際には、図５に示すように、電池パック１０の前記電池端子部
１４を電池パック装着部２０の前記コネクタ部２４に位置合わせした上で、電池パック１
０の前記一辺側１０ａに対向する他辺側１０ｂ及びその近傍を保持して電池パック１０全
体を斜めに保ちながら、その傾斜角度が小さくなるように倒して、前記他辺側１０ｂを電
池パック装着部２０の他辺側２０ｂの周壁２２内に収容させる。
【００２４】
　図３及び４から分かるように、前記タブレット端末装置Ｗは、電池パック装着部２０を
覆うカバー等を用いること無く電池パック１０が外部に露出した状態で使用される。従っ
て、電池パック装着部２０のコネクタ部２４と電池端子部１４との接続部分を防水する防
水構造が設けられている。本実施形態では、図６に示すように、電池パック装着部２０の
一辺側２０ａの周壁２２の一部に凹所２３が設けられ、この凹所２３に対応した箇所に前
記コネクタ部２４が配置されている。
【００２５】
　本実施形態では、電池パック装着部２０の電池受け面２１及び周壁２２において前記コ
ネクタ部２４を取り囲む部分２５は、載置される電池パック１０側に所定高さだけ突出す
る突出部２５で構成されている。
　このように、電池パック装着部２０の電池受け面２１及び周壁２２の前記コネクタ部２
４を取り囲む部分２５が、載置される電池パック１０側に突出する突出部２５で構成され
ているので、前記コネクタ部２４を取り囲む突出部２５の周囲からコネクタ部２４に浸水
するリスクを低減することができる。
【００２６】
　一方、電池パック１０の一辺側１０ａには、図８～１１に示すように、電池パック装着
部２０への装着状態で前記突出部２５に対応する部分に、電池端子部１４を取り囲む封止
部材１５（シール部材）が装着されている。このシール部材１５の材料としては、例えば
ポリウレタン樹脂など、所定の弾性とシール特性を有するものが用いられる。
　そして、電池パック１０が電池パック装着部２０へ装着された状態では、電池パック１
０の電池端子部１４を取り囲む前記シール部材１５が、電池パック装着部２０のコネクタ
部２４を取り囲む前記突出部２５に押し当てられることになるので、前記シール部材１５
のシール作用によってより高い防水効果を得ることができる。
【００２７】
　この場合、電池パック装着部２０の電池受け面２１及び周壁２２のコネクタ部２４を取
り囲む部分２５を電池側に突出して形成し、電池パック１０の前記突出部２５に対応する
部分に電池端子部１４を取り囲むシール部材１５を設けるだけの比較的簡素な構成で、ま
た、電池パック装着部２０のコネクタ部２４と電池パック１０の電池端子部１４とを位置
合わせして電池パック１０を装着するだけの比較的簡単な電池装着動作で、防水効果を得
ることができるのである。
【００２８】
　また、図８～図１０に示されるように、本実施形態では、電池パック１０の電池端子部
１４とシール部材１５との間に、電池パック装着部２０への装着時に前記凹所２３側に向
かって突き出る一対の突起部１６が設けられており、電池パック１０が電池パック装着部
２０に装着される際には、前記突起部１６，１６が電池パック装着部２０の前記凹所２３
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の周縁部とコネクタ部２４との間に位置するようになっている。
　これにより、電池パック１０が電池パック装着部２０に装着される際には、前記電池端
子部１４の動作が前記突起部１６，１６にガイドされることとなり、電池端子部１４が電
池パック装着部２０のコネクタ部２４に干渉して損傷が発生することが確実に防止される
。
【００２９】
　更に、図７～図９及び図１１に示すように、本実施形態では、電池パック１０の電池端
子部１４が設けられた一辺側１０ａと直角に交わる一対の側面１２に、傾斜面１７ａ，１
８ａ（図１１参照）を備えた三角形状の溝部１７，１８が形成されている。前記傾斜面１
７ａ，１８ａは、電池パック１０を電池パック装着部２０に装着する姿勢（図５参照）に
おいて、前記一辺側１０ａに向かって下り勾配となるように傾斜が設定されている。一方
、電池パック装着部２０の周壁２２において前記溝部１７，１８に対応する箇所には、当
該溝部１７，１８の前記傾斜面１７ａ，１８ａとそれぞれ係合する係合ガイド部（ガイド
リブ）２７，２８が設けられている。これらガイドリブ２７，２８は、電池パック装着部
２０の深さ方向に延設されている。そして、電池パック１０が電池パック装着部２０に装
着される際には、前記傾斜面１７ａ，１８ａと前記ガイドリブ２７，２８とが係合するこ
とにより、電池パック１０は前記一辺側１０ａの方向へガイドされる。
【００３０】
　これにより、電池パック１０が電池パック装着部２０に装着される際には、電池パック
１０の側面に形成した溝部１７，１８の傾斜面１７ａ，１８ａが電池パック装着部２０の
周壁２２に設けたガイドリブ２７，２８部と係合して、電池パック１０は電池端子部１４
が設けられた前記一辺側１０ａの方向へ前記傾斜面１７ａ，１８ａに沿って押し込まれる
。ガイドリブ２７，２８と接する傾斜面１７ａ，１８ａが一辺側１０ａの方面に下って傾
斜しているため、電池パック１０にかかる合力の向きが一辺側１０ａ方面に働くからであ
る。すなわち、ユーザは特に意識しなくても、傾斜部１７ａ，１８ａの一部にガイドリブ
２７，２８の先端を当接させれば、電池パック１０のシール部材１５が電池パック装着部
２０の突出部２５に押し当てられる適正な方向に力を加えることができる。そして、ガイ
ドリブ２７，２８と傾斜面１７ａ，１８ａとの間に働くストレスは電池パック１０が電池
パック装着部２０に置かれた状態で最も強くなる。傾斜面１７ａ，１８ａによって一辺側
１０ａ以外の方向への移動が強く規制されるからである。結果として電池パック１０が電
池パック装着部２０に置かれた状態では、傾斜面１７ａ，１８ａとガイドリブ２７，２８
とが成す作用によりシール部材１５と突出部２５との間に安定した圧力をかけることがで
きる。
【００３１】
　また更に、電池パック装着部２０の周壁２２の一部に、電池受け面２１上と電池パック
装着部２０の外部とを連通させる水抜き路を形成することもできる。
　例えば、図１２に示すように、筐体１の背面側においてペン収容部４ｐ（図３，４及び
６参照）が設けられた部分に対応する周壁２２の一部を切り欠いて切欠部２２ｋを設ける
ことにより、電池受け面２１上と電池パック装着部２０の外側に位置するペン収容部４ｐ
とを連通させて水抜き路とすることができる。これにより、電池パック装着部２０の電池
受け面２１上に水が溜まった場合、この溜まった水を前記水抜き路２２ｋから電池パック
装着部２０の外部（ペン収容部４ｐ）へ排出することができる。更に、この場合、ペン収
容部４ｐに溜まる水は、タブレット端末装置Ｗを、表裏反転させて図１及び図２に示す状
態とすることで、装置Ｗの外部に排出させることができる。
【００３２】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
、添付図面および詳細な説明を提供した。
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
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あるとの認定をするべきではない。
【００３３】
　上述の実施の形態は、所謂タブレット端末装置に適用した場合を例にとって示したもの
であったが、本開示における電子機器は、かかる場合に限定されるものではなく、他の種
々の電子機器として有効に適用し得るものである。
【００３４】
　このように、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるか
ら、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略な
どを行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本開示は、電池を取り外し可能に備える電子機器に適用可能である。
【符号の説明】
【００３６】
　　　１　筐体
　　４ｐ　ペン収容部
　　１０　電池パック
　　１０ａ　電池パックの一辺側
　　１１　載置面
　　１２　側面
　　１４　電池端子部
　　１５　シール部材（封止部材）
　　１６　突起部
　　１７，１８　溝部
　　１７ａ，１８ａ　傾斜面
　　２０　電池パック装着部
　　２０ａ　電池パック装着部の一辺側
　　２１　電池受け面
　　２２　周壁
　　２２ｋ　切欠部（水抜き路）
　　２３　凹所
　　２４　コネクタ部
　　２５　突出部
　　２７，２８　ガイドリブ
　　　Ｗ　タブレット端末装置
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